ノルディックウォーキングＳＡＬＣ　規約

 

第１章　総　則

（名称)

第１条　本会は、ノルディックウォーキングＳＡＬＣと称する。

（事務所)

第２条　本会の事務所を代表宅に置く。


第２章　目的及び事業

（目的）

第３条　本会は、佐賀県内にノルディックウォーキングの普及振興を行うことによって、健康増進と会員相互の親睦を図り、合わせて地域づくり、仲間づくりに貢献することを目的とする。

（活動・事業内容）

第４条　本会は、第３条に定める目的を達成するため、以下の事業を行う。

（１）　ノルディックウォーキングに関する普及啓発活動事業

（２）　ノルディックウォーキングに関する情報交換を行う事業

（３）　ノルディックウォーキングのイベント等で交流の場を開催する事業

（４）　ノルディックウォーキングのスキルアップの場を開催する事業

（５）　その他、本会の目的を達成するために必要な事業


第３章　会　員

（会員の構成）

第５条　本会は、次の会員をもって構成する。

（１）　ノルディックウォーキングを通して、本会の目的を達成したい個人

（入会）

第６条　会員の入会については、特に条件を定めない。

（１）　会員として入会しようとする者は、本会が別に定める様式により申し込むものとする。


（会員の資格の喪失）

第７条　会員は、次の各号の一つに該当するに至った時は、その資格を喪失する。

（１）　退会届を提出した時

（２）　本人が死亡又は本会が解散した時

（３）　除名されたとき

（退会）

第８条　会員は任意に退会することができる。

（除名）
第９条　会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、役員会の議決により、これを除名することができる。

（１）　法令又はこの規約の違反したとき

（２）　本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に反する行為をしたとき

第４章　組織と職務

（組織）

第1０条　本会は、次の役員を置く

（１）　代表１人、副代表１人、常任役員１人、役員若干名

２　本会は、必要に応じ、顧問を置くことができる。

（選任方法）

第１１条　代表、副代表は、役員の互選とする。

（職務）

第１２条　代表は、本会を代表し、その業務を統括する。

２　副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表が欠けたときは、その職務を代行する。

（任期）

第１３条　役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。


第５章

（事務局）

第１４条　本会の事務を処理するため、事務局を置く。ただし代表が兼任可とする。


（事業年度）

第１５条　本会の事業年度は、毎年５月１日に始まり翌年４月３０日に終わる。


（事業計画）

第１６条　本会の事業計画は代表が作成し、役員会の承認をえる。


第６章　規約の変更及び解散

（規約の変更）

第１７条　この規約は、役員会に出席した役員の２分の１以上の多数による議決によって変更することができる。

（解散）

第１８条　本会は、役員会の議決により解散する。

（細則）

第１９条　この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、代表がこれを定める。

附則

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

団体名称をノルディック・フィットネスさがから
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